
討
　
論

会
派
の
構
成
人
数
に
よ
り
文
字
数
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　
　

26
・�

広
域
大
和
斎
場
組
合
議
会
第

２
回
定
例
会

１
／
11
・
代
表
者
会
議

　
　
　

・
議
会
運
営
委
員
会

　
　

12
・�

伊
勢
原
市
議
会
視
察
来
訪

　
　

16
・�

座
間
市
立
市
民
文
化
会
館
の

適
正
で
は
な
い
使
用
に
関
す

る
調
査
特
別
委
員
会

　
　

17
・�

厚
木
基
地
周
辺
市
議
会
基
地

対
策
協
議
会
総
会
（
書
）

　
　

18
・
第
１
回
臨
時
会
本
会
議

　
　
　

・
予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
　
　

・
企
画
総
務
分
科
会

　
　
　

・
民
生
教
育
分
科
会

　
　
　

・�

議
会
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
検
討
委
員

会

　
　

19
・�

内
藤
議
員
行
政
視
察
…
東
京

都
世
田
谷
区

　
　
　

・�

沖
縄
県
宮
古
島
市
議
会
視
察

来
訪

　
　

23
・�

議
会
運
営
委
員
会
行
政
視
察

…
京
都
府
京
田
辺
市
、
大
阪

府
大
東
市
（
～
24
）

　
　

25
・�

県
央
八
市
議
会
議
長
連
絡
協

議
会
議
員
合
同
研
修
会
…
伊

勢
原
市

　
　

26
・�

ざ
ま
大
志
会
行
政
視
察
…
長

崎
県
大
村
市
、
諫
早
市
（
～

27
）

　
　
　

・�

茨
城
県
筑
西
市
議
会
視
察
来

訪

　
　

27
・�

埼
玉
県
坂
戸
市
議
会
視
察
来

訪

　
　

31
・
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

２
／
２
・�

全
国
市
議
会
議
長
会
基
地
協

議
会
第
86
回
総
会
・
第
１
０

５
回
理
事
会

　
　

３
・�

鳥
取
県
境
港
市
議
会
視
察
来

訪

　
　

７
・�

広
域
大
和
斎
場
組
合
議
会
第

１
回
定
例
会

　
　

８
・
議
会
運
営
委
員
会

　
　

９
・
議
会
運
営
委
員
会

※
（
書
）
は
、
書
面
会
議
に
よ
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生

臨
時
交
付
金
の
適
切
な
活
用
に
賛
意

�　

自
民
党
・
い
さ
ま
（
吉
田　

義
人�

議
員
）

次
世
代
を
担
う
子
供
た
ち
の
た
め
の

�

健
康
診
査
事
業
に
賛
意

�

　
　

ざ
ま
大
志
会
（
松
橋　

淳
郎�

議
員
）

個
人
情
報
保
護
の
新
条
例
に
反
対

会
派
に
属
さ
な
い
議
員（
長
瀨　

未
紗�

議
員
）

出
産
か
ら
給
食
費
の
負
担
軽
減
ま
で
の

�

子
育
て
応
援
に
賛
意

�

座
間
市
公
明
党
（
上
沢　

本
尚�
議
員
）

デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
法
の
成
立

に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
法
の
対
象
外

で
あ
っ
た
地
方
自
治
体
に
も
適
用

さ
れ
る
。
内
容
は
個
人
情
報
の
保

護
か
ら
活
用
へ
と
転
じ
る
も
の
で
、

第
五
次
座
間
市
総
合
計
画
に
お
け
る

�

受
益
者
負
担
の
考
え
方
を
見
直
す
べ
き

�

　
　

日
本
共
産
党
（
守
谷　

浩
一�

議
員
）

座
間
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を

�

改
正
す
る
条
例
に
賛
成

会
派
に
属
さ
な
い
議
員（
安
海　

の
ぞ
み�

議
員
）

座
間
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
と

�

個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
に
反
対

会
派
に
属
さ
な
い
議
員（
沖
永　

明
久�

議
員
）

本
市
が
条
例
で
定
め
て
い
た
個
人

情
報
保
護
の
水
準
や
市
民
の
権
利

を
後
退
さ
せ
る
。
こ
れ
は
地
方
自

治
の
本
旨
に
反
し
、
条
例
制
定
権

を
不
当
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る

学
校
給
食
運
営
管
理
事
業
費
は
、

給
食
食
材
費
の
高
騰
分
を
保
護
者

に
負
担
さ
せ
な
い
た
め
の
予
算
措

置
と
、
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
伴

う
も
の
で
す
。座
間
市
公
明
党
は
、

令
和
４
年
10
月
に
、
市
長
へ
緊

急
要
望
と
し
て
、「
原
油
高
・
物

価
高
騰
は
学
校
給
食
材
料
調
達
費

へ
の
影
響
が
著
し
く
、
長
期
化
し

て
い
る
。
そ
の
高
騰
分
は
代
替
食

材
調
達
な
ど
の
自
助
努
力
の
範
囲

を
超
え
て
い
る
。
交
付
金
を
活
用

し
て
保
護
者
負
担
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
要
望
し

て
い
た
の
で
、
大
い
に
評
価
す
る

も
の
で
す
。
次
に
、
出
産
・
子
育

て
応
援
給
付
金
給
付
事
業
費
は
、

公
明
党
の
主
張
が
反
映
さ
れ
た
出

産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
創
設
に

対
応
し
た
も
の
で
、
支
援
が
手
薄

な
０
歳
か
ら
２
歳
の
低
年
齢
期
に

焦
点
を
当
て
て
、
妊
娠
期
か
ら
出

産
・
子
育
て
ま
で
一
貫
し
た
伴
走

型
相
談
支
援
の
充
実
を
図
る
と
と

も
に
、
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
負
担

軽
減
を
図
る
経
済
的
支
援
を
一
体

と
し
て
継
続
的
に
実
施
す
る
も
の

で
す
。
子
育
て
家
庭
に
寄
り
添
っ

た
伴
走
型
支
援
の
ネ
ウ
ボ
ラ
ざ
ま

り
ん
で
の
継
続
的
な
実
施
を
期
待

し
、
賛
意
を
表
し
ま
す
。

本
条
例
改
正
は
、
第
五
次
座
間

市
総
合
計
画
を
受
け
た
機
構
改
編

で
、そ
の
政
策
と
部
を
一
致
さ
せ
、

柔
軟
で
分
野
横
断
的
な
対
応
を
目

指
す
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
市

長
室
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
へ
分
散
し
、

市
長
直
属
や
直
下
の
イ
メ
ー
ジ
が

払
拭
さ
れ
、
全
て
の
部
と
課
が
市

長
直
属
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な

る
こ
と
に
も
大
い
に
賛
同
し
ま
す
。

議
案
第
59
号
、
令
和
４
年
度
座

間
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
10

号
）
の
歳
入
に
つ
い
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方

創
生
臨
時
交
付
金
６
億
１
４
２
９

万
７
千
円
の
主
な
活
用
先
事
業

は
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業

や
水
道
料
金
の
減
免
の
ほ
か
に
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
と
し
て
給
食
室
の
空
調
を
整
備

す
る
学
校
給
食
施
設
整
備
事
業
費

や
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
推
進
の
た
め

の
電
子
計
算
業
務
費
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

る
融
資
を
受
け
た
市
内
事
業
者
に

利
子
の
一
部
を
補
助
す
る
中
小
企

業
資
金
利
子
補
助
事
業
費
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を
促
す

こ
と
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
重
篤
化
を
防
ぐ
予
防
接
種

事
業
費
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業

に
活
用
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、

適
正
な
事
業
執
行
費
と
し
て
認
め

る
も
の
で
す
。
ま
た
、
光
熱
水
費

の
今
後
の
推
移
へ
の
対
応
に
つ
い

て
も
、
契
約
の
工
夫
な
ど
で
、
そ

の
経
費
を
で
き
る
限
り
抑
制
し
て

い
く
と
の
こ
と
で
あ
り
、
評
価
し

ま
す
。

議
案
第
70
号
、
座
間
市
職
員
定

数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
、
本
議
案
は
、
職
員
の

定
年
年
齢
の
引
上
げ
及
び
休
職
者

等
に
よ
る
定
数
外
職
員
の
規
定
を

第
五
次
座
間
市
総
合
計
画
基
本

構
想
の
施
策
31
、
財
政
運
営
の
ま

ち
づ
く
り
指
標
に
お
い
て
、
経
常

収
支
比
率
の
目
標
値
を
80
％
と
設

定
し
て
い
ま
す
が
、
達
成
す
る
の

は
至
難
の
業
で
あ
り
、
こ
の
設
定

設
け
る
た
め
、
条
例
第
２
条
第
２

項
の
定
数
を
合
計
で
30
人
引
き
上

げ
る
も
の
で
す
。
こ
の
内
訳
は
、

職
員
の
定
年
年
齢
の
引
上
げ
に
よ

る
も
の
が
14
人
で
、
条
例
第
２
条

第
２
項
か
ら
第
４
項
に
お
け
る
休

職
者
等
に
つ
い
て
の
定
数
外
職
員

の
規
定
に
よ
る
も
の
が
16
人
と
な

っ
て
い
ま
す
。
定
数
外
職
員
の
規

定
の
効
果
は
、
復
職
す
る
時
期
が

明
確
で
は
な
い
休
職
者
の
代
替
職

員
を
必
要
に
応
じ
て
採
用
し
た
際

に
、
当
該
職
員
の
復
職
に
伴
う
条

例
上
で
の
職
員
定
数
の
超
過
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
と
考

え
ま
す
。
さ
ら
に
、
復
職
す
る
時

期
が
あ
る
程
度
、
明
確
で
あ
る
育

児
休
業
を
取
得
し
て
い
る
職
員
や

初
任
教
育
を
受
け
て
い
る
消
防
職

員
な
ど
を
定
数
外
と
す
る
こ
と
で
、

よ
り
安
定
的
な
人
員
配
置
を
図
れ

る
な
ど
、
本
議
案
は
定
年
年
齢
の

引
上
げ
に
伴
っ
た
措
置
を
講
じ
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
ま

た
、
円
滑
な
人
員
配
置
を
実
現
す

る
た
め
の
措
置
と
し
て
も
必
要
な

も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

賛
意
を
表
し
ま
す
。

は
問
題
だ
と
考
え
ま
す
。
施
策

32
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
推
進
は
、
公
共
施
設
再
整
備

計
画
を
推
進
す
る
内
容
で
す
が
、

有
料
化
さ
れ
た
市
民
体
育
館
と
ス

カ
イ
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
の
合
同
駐

車
場
を
無
料
に
戻
す
べ
き
で
あ

り
、
受
益
者
負
担
の
考
え
方
を
見

直
す
べ
き
で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、
本
議
案
に
反
対
し
ま
す
。

議
案
第
59
号
、
一
般
会
計
補
正

予
算
の
３
歳
６
か
月
児
健
康
診
査

事
業
費
２
７
９
万
８
千
円
は
、
健

康
診
査
で
使
用
す
る
視
力
の
屈
折

検
査
を
行
う
機
器
の
新
規
購
入
に

伴
う
費
用
で
す
。
人
間
の
視
覚
機

能
は
、
３
歳
頃
ま
で
に
急
速
に
発

達
し
て
、
６
歳
か
ら
８
歳
頃
に
完

成
し
、
生
涯
の
視
力
が
決
ま
り
ま

す
。
こ
の
検
査
に
よ
り
、
視
力
の

発
達
の
遅
れ
や
目
の
疾
患
を
早
期

発
見
し
て
、
治
療
に
つ
な
げ
る
機

会
と
な
り
ま
す
。
こ
の
機
器
は
、

ス
ポ
ッ
ト
ビ
ジ
ョ
ン
ス
ク
リ
ー
ナ

ー
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
ま
だ
視

力
検
査
を
受
け
ら
れ
な
い
生
後
６

か
月
の
乳
児
か
ら
、
視
覚
機
能
上

の
問
題
を
迅
速
か
つ
的
確
に
検
知

す
る
こ
と
が
で
き
、
保
護
者
が
だ

っ
こ
し
た
状
態
で
写
真
を
撮
る
よ

う
な
感
覚
で
検
査
が
で
き
ま
す
。

機
器
導
入
に
当
た
り
、
令
和
４
年

６
月
に
国
か
ら
、
機
器
の
整
備
が

国
庫
補
助
の
対
象
と
な
る
旨
の
通

知
が
あ
り
、
そ
の
後
、
実
施
方
法

を
担
当
部
局
で
検
討
し
て
、
医
師

会
と
調
整
を
行
っ
た
上
で
予
算
計

上
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
世
代
を
担

う
子
供
た
ち
の
た
め
の
必
要
不
可

欠
な
事
業
で
あ
り
、
前
向
き
に
取

り
組
む
当
局
の
積
極
的
な
姿
勢
に

対
し
、
賛
意
を
表
し
ま
す
。

新
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
、
国

は
自
治
体
の
独
自
性
を
許
容
し
て

お
ら
ず
、
地
方
自
治
を
な
い
が
し

ろ
に
し
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
市

の
裁
量
で
決
め
ら
れ
る
部
分
も
残

さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
残
念
な
が

ら
新
条
例
案
の
条
文
に
は
市
と
し

て
工
夫
さ
れ
た
部
分
は
見
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
個
人
情
報
保
護
の
後

退
を
懸
念
し
、
反
対
し
ま
す
。

座間市議会だよりでは、各議員の文
責により質疑・質問・答弁・討論の発
言の一部を抜粋して掲載しています。
詳細は会議録をご覧ください。
パソコンやスマートフォンから市議
会のホームページでご覧いただけます。
また、市役所１階の市民情報コーナ
ー、図書館でもご
覧いただけます。
なお、12月定例
会の会議録は２月
下旬ごろから閲覧
できます。

会議録を
ご覧ください

令和5年（2023年）2月15日 第203号（3）


